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Focusing on Arguments over Fixed Number of Teachers in FY2015 
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  The focus of this paper is to summarize the points of arguments about policy trends in educational policy in Japan. 
Although the definition of evidence in controversial in educational policy, evidence-based policy making is required in various 
policy areas including education. The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) has embarked 
on an empirical study of education policy as a new measure since FY 2016. This is mainly triggered by the discussion on 
establishment of a PDCA cycle based on evidence in Council in Economic and Fiscal Policy (CEFP) in FY 2015. In CEFP, one 
of the main discussion topics is the fixed number of teachers, whose budget is the biggest in the MEXT budget. This paper 
shows the policy trend on evidence in educational policy in Japan. 
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1．はじめに 

 
 教育政策における「エビデンス」の希求は近年著

しい。それは日本教育学会が平成 27 年 6 月発行の学

会誌『教育学研究』において、「教育研究にとっての

エビデンス」と題した特集を組んだことにも看取さ

れる。しかし、エビデンスという言葉は実に多義的

であり、教育政策におけるエビデンスといった場合、

何をもってエビデンスとするのかということについ

ては多くの議論があるだろう。岩崎（2012）はエビ

デンスという言葉の定義については論争的であり、

その理由として、「研究者によって、供給されるもの

と、政策立案者による需要に応じて用いられるもの

では、『エビデンス』という言葉が意味する内容が異

なる場合が多い」ことを挙げている1。たとえば前者

について、米国ではランダム化比較実験（randomized 
controlled trial, RCT）に代表されるような手法に基づ

く科学的実証主義の立場から得られるデータ等をエ
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スとするが、後者におけるエ スには「

的に じ、有 となる ー 、 、 など、

には 的 ー の なら 的 ー も 多様な

もの」が まれる。 

 このように 義が ながらも、教育政策に

おいてエ スなるものが 高に されるよう

になった今、 的 を つつも、ア

コ ティと政策 者が協 的に政策 成に

携わる 要 が一 してきており、政策 成にお

けるア コ ティへの期 も 当に高

いと えられる。特に平成 年度から文部科学省は

教育政策に する実 研究に 手しており、教育政

策におけるエ スとは かという 問に じる

上でも す き取 であると えられる。本稿は、

をあげて教育政策におけるエ スの

に 力的に取り ことになった政策経 を記

的に することにより、今後一 論の的にな

ると えられる教育政策におけるエ スについ

ての の一とすることを 的とする。 

 エ スに する の 論は先 した学会

等に委 るとともに 稿に期すこととし、本稿では

教育政策をめ るエ スの 論が本 した

ー イ トといえる平成 年度の経 政

問会 文部科学省、 務省の を記 的に

すこととする。とりわけ、文部科学省が する

教育 のう 、最大の割 を める義務教育

担 を原 とする教 員 に することと

したい3。 
 

政 論 

 

 後 するように、教育政策におけるエ スを

め り、平成 年度から文部科学省において教育政

策に する実 研究が本 的に することとなっ

たが、この政策 は平成 年の経 政 問会

における 論が発 となっている。 って、ここで

は経 政 問会 の下 における教育

政策におけるエ スに する 論を ーす

ることとする。 

 

政  

 平成 年 6 月 30 日に「経 政 と の

本方 01  経 生なくして 政 全 なし 」

（ 下、 太方 01 ）が された。 太方

01 では、第 次安 内 が げる「経 生な

くして 政 全 なし」という 本哲学の実 に

け、 を 指す経 政 の方 が

された。 

教育政策についても の例外ではなく、文教・科

学 術 については、 子 の進 を まえた

の 、 間 の導入 進、 の

の 上・ 、 エ スに く イ

の が 本方 として げられ、特に、 に

ついては、「政策の 果について科学的な手 に

き と成果を するなど、エ スに

いた イ を する」とされた。 

 太方 01 と日を じくして、経 政 問会

のもとに「経 ・ 政一体 進委員会」（ 下、

進委員会。会長 新 ト ー ー ィ

ス株式会社 表取 社長）が された。

進委員会は 下の 3 について取 を行う下部

として、経 政 問会 のもとに されたもの

である。 

 

（1）集中 期間6を中 とする経 ・ 政一体

の進め方について、 要 ごとに

（引 者 成果指 ）を するととも

に、 程表を作成する。 

（ ） 「 的 ー スの 業 」、「イ

ティ 」、「 ー スのイノ ー

」）への取 を 進するため、 省

当 と 携し、 編成過程から

を す仕 を する。 

（3） 程表に き、 年度、進 ・ 検・

を行い、 果を の後の に反 する。

01 年度には経 ・ 政一体 の中間

を行う。 

 

 進委員会は経 政 問会 の有 者 員

有 者から 成され、さらに のもとに社会 、

非社会 、制度・地方行 政の 別に ー

・ ー （ 下、 ）が され、教育
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スとするが、後者におけるエ スには「

的に じ、有 となる ー 、 、 など、

には 的 ー の なら 的 ー も 多様な

もの」が まれる。 

このように 義が ながらも、教育政策に

おいてエ スなるものが 高に されるよう

になった今、 的 を つつも、ア

コ ティと政策 者が協 的に政策 成に

携わる 要 が一 してきており、政策 成にお

けるア コ ティへの期 も 当に高

いと えられる。特に平成 年度から文部科学省は

教育政策に する実 研究に 手しており、教育政

策におけるエ スとは かという 問に じる

上でも す き取 であると えられる。本稿は、

をあげて教育政策におけるエ スの

に 力的に取り ことになった政策経 を記

的に することにより、今後一 論の的にな

ると えられる教育政策におけるエ スについ

ての の一とすることを 的とする。

エ スに する の 論は先 した学会

等に委 るとともに 稿に期すこととし、本稿では

教育政策をめ るエ スの 論が本 した

ー イ トといえる平成 年度の経 政

問会 文部科学省、 務省の を記 的に

すこととする。とりわけ、文部科学省が する

教育 のう 、最大の割 を める義務教育

担 を原 とする教 員 に することと

したい3。

政 論

後 するように、教育政策におけるエ スを

め り、平成 年度から文部科学省において教育政

策に する実 研究が本 的に することとなっ

たが、この政策 は平成 年の経 政 問会

における 論が発 となっている。 って、ここで

は経 政 問会 の下 における教育

政策におけるエ スに する 論を ーす

ることとする。 

政  

平成 年 6 月 30 日に「経 政 と の

本方 01  経 生なくして 政 全 なし 」

（ 下、 太方 01 ）が された。 太方

01 では、第 次安 内 が げる「経 生な

くして 政 全 なし」という 本哲学の実 に

け、 を 指す経 政 の方 が

された。

教育政策についても の例外ではなく、文教・科

学 術 については、 子 の進 を まえた

の 、 間 の導入 進、 の

の 上・ 、 エ スに く イ

の が 本方 として げられ、特に、 に

ついては、「政策の 果について科学的な手 に

き と成果を するなど、エ スに

いた イ を する」とされた。 

太方 01 と日を じくして、経 政 問会

のもとに「経 ・ 政一体 進委員会」（ 下、

進委員会。会長 新 ト ー ー ィ

ス株式会社 表取 社長）が された。

進委員会は 下の 3 について取 を行う下部

として、経 政 問会 のもとに されたもの

である。 

（1）集中 期間6を中 とする経 ・ 政一体

の進め方について、 要 ごとに

（引 者 成果指 ）を するととも

に、 程表を作成する。 

（ ） 「 的 ー スの 業 」、「イ

ティ 」、「 ー スのイノ ー

」）への取 を 進するため、 省

当 と 携し、 編成過程から

を す仕 を する。

（3） 程表に き、 年度、進 ・ 検・

を行い、 果を の後の に反 する。

01 年度には経 ・ 政一体 の中間

を行う。

進委員会は経 政 問会 の有 者 員

有 者から 成され、さらに のもとに社会 、

非社会 、制度・地方行 政の 別に ー

・ ー （ 下、 ）が され、教育

3 

教育政策におけるエ スをめ る政策  

については非社会 で 論することとされた。 

教 論 

進委員会 後、平成 年には 会 である経

政 問会 は 11 （う 、 月 11 日開 に

下村博文文部科学大 （当 ）、10 月 16 日、11 月

日、1 月 日開 に 文部科学大 （当 ）に

よる テー ）、 進委員会は 6 、 し

て非社会 は （う 、 月 11 日、10 月

日、10 月 日、11 月 10 日開 に文部科学省より

ア ）が行われ、エ スを した

イ について 論が り げられた。 

 会 において、教育 における に

ついて、教 員 は 論の中 とされた。 の

なものを記 することとしたい。 

 教 員 は学校 や学 に じて自 的に

される と学校 場等の実 に じて政策

的に される加 からなるが、平成 年 11
月 日に開 された経 政 問会 において、委

員である 東京大学大学院経 学研究科教授、

原 東 株式会社 最高 問、高 進日本

研究 事長、新 ト ー ー ィ

ス株式会社 表取 社長の （ 下、有

者 員）の 義のもと、 太方 01 に り、 子

の進 を まえた教 員 の見 しを年度内に

策 す きと指 された。 

 また、 じく有 者 員より、「 子 や学校の

の進 に う 要教 員の に加え、政策

的別に 要と見 教 員の 、 期・期間などに

ついて、これまでの加 の 果検 や

果の などを じ、エ スに く

イ を する 要があ」り、平成 年度 か

ら「 要教育政策が 指す成果を し、 と

の を 的 ー で検 し、政策の につな

げる き」と指 された。

一方、文部科学省は、平成 年 11 月 10 日に開

された非社会 において、教育政策に する

ア ト には学力の なら 、 者との協 やコ

ー 力、自 などの非 力や

いじめや不 校、 力行 といった 生 の行

も まれるとしたうえで、「教育の 的の多 と教

育の手 の多様 を まえて、政策の つ多義的な

果を 的に 」し、「 の研究成果は、特

の に する特 の 下のものであること

を まえ、政策が実 される にある 要 も

的に して政策 成に 」することで、教

育政策を多 的 から 的に することが

要と した。 

さらに、文部科学省は 生 の教育 ー は

によって異なるため、 の 生 によって

有 となる政策が異なることを まえたうえで、「政

策と 指す教育 的との間を ラ ス せ

、教育の過程に した研究により、より正 な

政策の 果を 」するとともに、 生 の

の いを した を 進することで、研究

を政策 成に するとした10。文部科学省が 有

する全 学力・学 の 果の ー に

ついても、 は が行う委 研究等への 的な

に まっているものの、平成 年度より大学等

の研究者が ー を できるよう、 体的な

ー の ー を検討するとし、教育政策にお

けるエ スの の に け、前 き

な を した11。 

3 政  

 経 政 問会 進委員会における度 な

る 論を経て、平成 年 1 月 日に経 ・ 政

生ア ・ ラ （ 下、 ）が経 政

問会 として策 された。 進委員会の 的

の一として げられた 程表がこの に 当

するが、 において されたエ スの

教 員 の見 しに する なものは次のとお

り取りまとめられている1 。 

（エ スの ）

体 文部科学省、都 、 町村 

01 ・1 年度 01 年度

・学校・教育 に する ー （自治体別の

生 1 当たりの教 員 、学校の 、

学校の業務 の取 、学 別学校 等）につ

いて、有 者の協力を得つつ、 な で

、 表
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01 年度 01 年度 

・ を 進・ 大 

得られた ー は都 別に「見える 」する

とともに、教 員 の見 し作成・ を

政策に 次  

・取 と の成果について中間検  

01 年度  

・中間検 を まえ、取 内容を 加修正の上、

進・ 大 

 

体 文部科学省、都 、 町村 

01 ・1 年度 01 年度 

・教育政策に する実 研究の ・体制等につ

いて研究者・有 者の協力を得つつ検討 

016 年度 

・教育政策に する実 研究を開  

の加 、 教育、 度別指導等多

様な教育政策に する 果 を め、研究

者・有 者からなる実 ある研究 進体制の下

で、一 の意 ある自治体等の協力を得て実  

・中期の 的な 研究 期の研究を実  

 1）多 的な教育成果・ア ト の  

 ・ ・ 、思 力・ 力・表 力、学 意

等 

 ・コ ー 力、自 ・社会 等の

非 力 

 ・ 生 の行  

 ）子 の経 的変 の  

 3）学校 外の 要 の 等も  

01 年度  

・実 研究を計画的に実  

得られた研究成果は成果や 、政策が実 され

る にある 要 を「見える 」するととも

に、 れらを 的に して教 員 の中期

見 し作成を 政策 成に 次  

 

体 文部科学省 

01 ・1 年度 01 年度 

・全 学力・学 の研究への について、

「全 的な学力 に する 会 」におい

て、文部科学省からの委 研究等 外でも大学等

の研究者が ー を できるよう、 す

る ー の内容や ー の 方 、研究成

果の 表の り方など、 体的な ー を検

討・ 備 

01 年度 01 年度 

・全 学力・学 の大学等の研究者による

研究への 進・ 大 

・取 と の成果について中間検  

01 年度  

・中間検 を まえ、取 内容を 加修正の上、  
 進・ 大 
 

（教 員 の見 し） 

01 ・1 年度 

・教 員 の中期見 しを策 する前 となる事

について  

016 年度 01 年度 

・ 加 等の 果について、 存の ー

を に しつつ、研究者・有 者の協力を

得て検討・検 。 の 果 らかになった課題は、

上記 13の実 研究に  

・ 子 の進 （ 生 、学 の 等）

した学校の 正 の 、学校の課

題（いじめ・不 校、校内 力、外 子 、

のある 生 、子 の 、学 指導要 の

全 への 等）に する 的 ー 等の

上記 の ー 集 実 研究の進 、地方自

治体の政策 ー 等を まえた の けのあ

る教 員 の中期見 しを策 、 表、 都

に  

01 年度  

・ ー 集、実 研究の進 に じ、 要に じ

中期見 しを 、 表、  

・学校・教育 に する ー や教育政策の成果

、 にある 要 を 的に し

て 要 を行い、教育における イ

を  

 

 これらの について、 する として

されたのは「 ・ 、思 力・ 力・表 力、

体 ・協 ・ 間 等の ・ 力の がと
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見 し作成を 政策 成に 次  
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01 ・1 年度 01 年度 

・全 学力・学 の研究への について、

「全 的な学力 に する 会 」におい

て、文部科学省からの委 研究等 外でも大学等

の研究者が ー を できるよう、 す

る ー の内容や ー の 方 、研究成

果の 表の り方など、 体的な ー を検

討・ 備 

01 年度 01 年度 

・全 学力・学 の大学等の研究者による

研究への 進・ 大 

・取 と の成果について中間検  

01 年度  

・中間検 を まえ、取 内容を 加修正の上、  
 進・ 大 
 

（教 員 の見 し） 

01 ・1 年度 

・教 員 の中期見 しを策 する前 となる事

について  

016 年度 01 年度 

・ 加 等の 果について、 存の ー

を に しつつ、研究者・有 者の協力を

得て検討・検 。 の 果 らかになった課題は、

上記 13の実 研究に  

・ 子 の進 （ 生 、学 の 等）

した学校の 正 の 、学校の課

題（いじめ・不 校、校内 力、外 子 、

のある 生 、子 の 、学 指導要 の

全 への 等）に する 的 ー 等の

上記 の ー 集 実 研究の進 、地方自

治体の政策 ー 等を まえた の けのあ

る教 員 の中期見 しを策 、 表、 都

に  

01 年度  

・ ー 集、実 研究の進 に じ、 要に じ

中期見 しを 、 表、  

・学校・教育 に する ー や教育政策の成果

、 にある 要 を 的に し

て 要 を行い、教育における イ

を  

 

 これらの について、 する として

されたのは「 ・ 、思 力・ 力・表 力、

体 ・協 ・ 間 等の ・ 力の がと

 

教育政策におけるエ スをめ る政策  

れた を育成し、 ・ 等の 際

を じて世 ト の ・ 上を

とするなど、 等中等教育の の 上を る」とい

うものである1 。 

 省 は に く経 ・ 政一体 に け

た政策を 行することが められるが、文部科学省

においても に き、教育政策に する実 研

究をはじめとする 策に 手することとなった。 

 

科学 教育政 研究

 

 文部科学省では、 に き、教育政策に す

る実 研究に 手することとなった。 の 本方

は平成 年 11 月 10 日の非社会 における

文部科学省の を するものであるが、あくま

でも実 研究にあたっては 的研究の なら 、

的研究も わせる、いわ る 研究の手 に

した 場をとるとした1 。 

 文部科学省が した研究課題は つであり、い

れも自治体の協力を得つつ、 教育政策研究

や外部の研究者 有 者に委 するものとしてい

る16。 

 

学 等の ・ 果（学力、非 力等）

の 【実 体 教育政策研究 （東京大

学等から 外研究 担者が参加）、協力 玉 、

大 】 

加 教員・ ス の 果 【実

体 教育政策研究 、協力 自治体（ 1
程度）】 

高い成果を上げている地 ・学校の取 ・教育

の 【実 体 大 大学、協力 大 、

】 

教員の 務実 の実  

（ 務実 ）【実 体 間 会社、東 大

学、 大学】  

（ の ）【実 体 教育大学、協力

、 別 】  

 

 これらの実 研究を行うに当たり、第 者委員会

として、社会学、経 学、教育学をバ ラ

ドとする の研究者からなる有 者委員会を

している。この有 者委員会には、教育政策に す

る実 研究の方 や の検 に加え、 研究に

助 、 ィードバ を えるとともに、最終的に

研究から得られる 見をとりまとめる を し

ている。 

 平成 年度はこれら実 研究に る として、

約 600 を計上しているが、文部科学省は「

年度 は、研究の進 等を まえ、事業

の 大も めて検討」1 するとしており、教育政策

におけるエ スに く イ の

に け、研究 進体制の 備に力 を いていると

いえる。 

 また、 に き、実 研究に加え、平成 年

度から全 学力・学 の ー を研究

者に し、これらから得られた実 的 見を学校

場に するとともに、「教員の 務実 の実

、校務 ステ 等の 、学校の

（ ー 学校）等を じ、 の課題である教員

の業務 を 進」することとしている1 。さらに、

平成30年度からの第3期教育振興 本計画の策 に

けて「教育 策の 果を 的・多 的に 、

検 するために 要な ー ・ の体 的な 備

や、実 的な研究の充実も めた 的な体制の

り方について検討するよう、（引 者 平成 年

月に）中 教育 会に 問」している1 。 

 

政 6  

 これら検討の成果は平成 年6月 日に

された「経 政 と の 本方 016 600
経 への 」（ 下、 太方 016）にも

り まれることとなり、 太方 016 には次のと

おり、教 員 の中期見 しの策 や教育政策に

おけるエ スの について されるに っ

ている 0。 

 

（文教・科学 術） 

 文教・科学 術 については、 子 の進

を まえた の 、 間 の導入 進、

の の 上・ 、 エ スに く

イ の を 本方 として、 下の
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を進める。 

 子 の進 や学校教育 場における 課題、地

方 体の政策 ー 等を まえ、集中 期間

中の教 員 の中期見 しの策 に けて、多様

な研究者等の 見も しつつ、学 等の

・ 果の や加 教員・ ス の

果 、教員の 務実 ・ の ・ 等

の教育政策に する実 研究を進める。全 学力・

学 ー の大学等の研究者による を

進する。これらの成果を まえ、学校・教育

に する ー や教育政策の成果 、 に

ある 要 を 的に して 要 を行うこ

となど、教育政策においてエ スに く

イ を する。 の際、 教育から

高等教育、社会 教育まで、ライ ステー を し

た教育全体について、政策 的が 果的に 成され

ているか等の から や制度の検 を行うとと

もに、 ・都 ・ 町村 れ れの を ま

え全体を じて 的に検 する。 

 学校 場で特に 務である学校の業務 ・業

務 を るため、教員の 務実 等の とこれ

に く業務 の取 を 進する。 

 

3 教  

 

 教 員 は、例年文部科学省 務省間におい

て、 の の是非をめ り例年 れ れの 場か

ら 論が られるト であるが、 の策

を受けて 務省も 務省としての を している。 

 務省に された 政制度等 会 政制度

科会（ 下、 政制度 科会）は、 年 子 の進

により、 生 が しているなか、平成

年から平成 年にかけて は1 3
しているのに し、加 は 31 加してお

り、加 の 正 を検 す きと している
1。 

 さらに、加 について、実 研究や全 学力・

学 等により得られるエ スを いて、

果や学 生 当たりの 正

を見 め、義務 準 に き事 別に してい

る加 を一部 す きと している

。 

 文部科学省によれば、平成 年度において、特別

教育の となる 生 は約 36 であ

り、 ・中学校において、 学 に しながら

の に じた特別の指導（ による指導）

を受けている 生 が10年間で 3 に 加して

いることに加え、日本 指導が 要な外 生

等も 10 年間で 1 6 に 加している 3。こうし

た を まえ、 政制度 科会は「こうした ・

生 にきめ かく していくことは めて 要で

あり、また、 の ・生 に多様 の教育を行っ

ていく から」、「特別 、外 ・生 の

に じた 正な教 員 を見 めながら、 要

な を す き」としている 。 

 行の義務 準 上、加 については、 指

導方 （ ）、 生 （1
号）、 特別 教育（1 3 号）、 教

（1 号）、 研修等 （1 6 号）、 教

（1 号）、 教 等（1 号）、 事務

員（1 号）といった加 事 が されてい

るが、 のう 、 指導の など特別 教育

に る加 は 、外 生 等への に

る加 は の事 として されている。 

 政制度 科会は特別 教育や外 生

への を例に げ、「真に 要 が高く、学校 や

ラス 、 生 等に するものについては、

義務 準 の 正による を検討すること

が えられるのではないか」とし、「こうした取 は、

地方 体が中長期的な見 しに く教 員の

安 的・ 的な を行いやすい の 備に

がると えられる」と している 。 

 方、加 については、エ スに く

イ を して 編成を行う 要があ

ると指 し、加 を 教 員 について、

政 全 の取 と を さ よう、教育の と

教育 の の 上を る きと指 した。こうし

た 政制度 科会の指 は、 の 会 である 政

制度等 会において、平成 年 月 1 日にとり

まとめられた「『経 ・ 政 生計画』の 実な実

に けた 」においても 様の が り めら

れるに った 6。 
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を進める。 

 子 の進 や学校教育 場における 課題、地

方 体の政策 ー 等を まえ、集中 期間

中の教 員 の中期見 しの策 に けて、多様

な研究者等の 見も しつつ、学 等の

・ 果の や加 教員・ ス の

果 、教員の 務実 ・ の ・ 等

の教育政策に する実 研究を進める。全 学力・

学 ー の大学等の研究者による を

進する。これらの成果を まえ、学校・教育

に する ー や教育政策の成果 、 に

ある 要 を 的に して 要 を行うこ

となど、教育政策においてエ スに く

イ を する。 の際、 教育から

高等教育、社会 教育まで、ライ ステー を し

た教育全体について、政策 的が 果的に 成され

ているか等の から や制度の検 を行うとと

もに、 ・都 ・ 町村 れ れの を ま

え全体を じて 的に検 する。 

 学校 場で特に 務である学校の業務 ・業

務 を るため、教員の 務実 等の とこれ

に く業務 の取 を 進する。 

 

3 教  

 

 教 員 は、例年文部科学省 務省間におい

て、 の の是非をめ り例年 れ れの 場か

ら 論が られるト であるが、 の策

を受けて 務省も 務省としての を している。 

 務省に された 政制度等 会 政制度

科会（ 下、 政制度 科会）は、 年 子 の進

により、 生 が しているなか、平成

年から平成 年にかけて は1 3
しているのに し、加 は 31 加してお

り、加 の 正 を検 す きと している
1。 

 さらに、加 について、実 研究や全 学力・

学 等により得られるエ スを いて、

果や学 生 当たりの 正

を見 め、義務 準 に き事 別に してい

る加 を一部 す きと している

。 

 文部科学省によれば、平成 年度において、特別

教育の となる 生 は約 36 であ

り、 ・中学校において、 学 に しながら

の に じた特別の指導（ による指導）

を受けている 生 が10年間で 3 に 加して

いることに加え、日本 指導が 要な外 生

等も 10 年間で 1 6 に 加している 3。こうし

た を まえ、 政制度 科会は「こうした ・

生 にきめ かく していくことは めて 要で

あり、また、 の ・生 に多様 の教育を行っ

ていく から」、「特別 、外 ・生 の

に じた 正な教 員 を見 めながら、 要

な を す き」としている 。 

 行の義務 準 上、加 については、 指

導方 （ ）、 生 （1
号）、 特別 教育（1 3 号）、 教

（1 号）、 研修等 （1 6 号）、 教

（1 号）、 教 等（1 号）、 事務

員（1 号）といった加 事 が されてい

るが、 のう 、 指導の など特別 教育

に る加 は 、外 生 等への に

る加 は の事 として されている。 

 政制度 科会は特別 教育や外 生

への を例に げ、「真に 要 が高く、学校 や

ラス 、 生 等に するものについては、

義務 準 の 正による を検討すること

が えられるのではないか」とし、「こうした取 は、

地方 体が中長期的な見 しに く教 員の

安 的・ 的な を行いやすい の 備に

がると えられる」と している 。 

 方、加 については、エ スに く

イ を して 編成を行う 要があ

ると指 し、加 を 教 員 について、

政 全 の取 と を さ よう、教育の と

教育 の の 上を る きと指 した。こうし

た 政制度 科会の指 は、 の 会 である 政

制度等 会において、平成 年 月 1 日にとり

まとめられた「『経 ・ 政 生計画』の 実な実

に けた 」においても 様の が り めら

れるに った 6。 

7 

教育政策におけるエ スをめ る政策  

 平成 年6月1日に 表された 政制度等 会

による「 政 全 計画等に する 」では、加

に る大 な が じられてきている

一方、学力 上やいじめ問題の 等といった課題

に して、加 の が の 策と して有

な投 と えるかどうか政策 果を めて しく

問う 要があるとされ、 子 の進 を まえ、「

中学校の 生 の教育 の の から、

などにより学校 の 正 を進めつつ、教

員 については 子 に わせた を って

いく 要がある」と指 された 。また、「 準学

当たりの加 を る程度の加

については、教育 が されているという

意味で『当 』と見なすことが 当である」 と

指 されていたことも まえると、平成 年度の

政制度等 会の教 員 に する 場と れま

での 場との間には変 が見られる。 

見の り、 政制度等 会が加 の

に するのは めてである。 加 は政

策 的に じて される による であ

るため、義務 準 に き、学 等に じて機

的に計 される とは を異にする。加

を すると、義務 準 に いて

自 的に されるとともに、 に き

された に しては、 年の 編成にお

いて く されることとなる。先 したよう

に、今後さらなる 加が見 まれる 課題に し、

うした課題への を担う教 員 の仕

の変 に したことは される。 

  

科学 学

 

 

これまで記 した 論は文部科学省内における教

員 についての検討にも しており、文部科

学省に された「次世 の学校指導体制 のた

めの ス ース」（ 下、次世 ）において

も、エ スに く政策 成の 要 や教 員

の中期見 し策 の方 について指 されて

いる。次世 は平成 年 11 月に義 介文部

科学 大 を 長として、文部科学省内に され

た会 体であり、 等中等教育 をはじめとする

部 の 部から 成されるものである。 事は非

開だが、平成 年 月に取りまとめられた「次世

の学校指導体制の り方について（中間まとめ）」

と 月 日に取りまとめられた「次世 の学校指

導体制の り方について（最終まとめ）」は 表され

ている。 

 最終まとめについては、 の内容が平成 年度

要 に るものとなると えられるため、

に する。エ スに く政策 成については、

をはじめ、先 した文部科学省の経 政 問

会 等における 等が り まれたことに加え、

「実際に 学校の や教 員 事等を担う

のは 地方自治体であ」り、「これまでも、地方自治

体は、 的・ 的な 等を じてエ ス

を してきているとこ であり、政策 成において

は、こうした も まえる 要がある」としてい

る30。 

 また、 で された教 員 の中期見 しの

策 について、10 年 上教 員 計画が策

されてこなかったことに した上で、10 年程度を

に入れた「『次世 の学校』指導体制実 （

）」を策 するとともに、義務 準 を 正し、平

成 年度から「『 』と『加 』の

を まえた計画的かつ 果的な教 員 の を

行う 要がある」とし、特に による指導と外

生 等教育のための教員については、

生 に じて する に する方

を した31。 

 さらに、最終まとめでは、新たな加 の仕

として、「 『先導的実 加 制度』の創 」が

り まれた。これは 地方自治体からの によ

る教育政策に して を創 するもので、「全

的な教育課題の に寄 する先導的な教育政策

の実 研究を 進する」3 ものとされており、加

の仕 における変 が期 されるものである。 

 

 

 本稿では、 に平成 年度の経 政 問会

進委員会に を当てて、教育政策におけるエ
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スについて、 の と に けて教育政

策上 することとなった経 を記 ・ した。

本稿の で したように、本稿は論 ではなく、

あくまでも 的 を見 すものであるため、教

育政策をめ るエ スまたは れに する政策

について、 らかの を たものでは

ない。 

 に く教育 はまだ まったばかりであ

り、実 研究の成果が らかになるまでにも 間を

要する。 の が られているなか、教育 に

ついても が不 に実行される きというこ

とは多 を要しないが、 なくとも に の

を 的として無下に教育 を することはあっ

てはならない。 

 のある 生 の 加や日本 指導が 要な

外 生 の 加に加え、子 の 的

は平成 年度において 16 3 （ 平 13 3 ）

と 際的にも高く、 中学生の不 校者も約 1 3
と、学校 場が する課題は めて ・

している33。さらに、平成 3 年度からは学 指

導要 の に い、 学校 年生 6 年生にお

いて が教科 される。学校 場が える 課題

や新たな教育 にも できる指導体制の 備が

められてくる。 

 教育政策をめ るエ スの要 に し、

の 論を経て、 体 したエ ス 体

制の 備により、教 員 をはじめとする教育

備を 指す研究体制が の なら 、多方 で

備されることを期 したい。 

 筆者は平成 6 年度に東京大学大学院教育学研究

科修士課程を修了し、 は文部科学省に を得て

いるが、本稿の執筆は筆者 の に くもの

であり、本稿の執筆について筆者の する機 は

一切 がないことを し えたい。 

 
1 美子「 要」 教育政策研究 編『教育

研究とエ ス 際的 と日本の と課題
 

 
』 、 01 年、1 。 

 上、1 。 
3 平成 年度文部科学省 3 16
のう 、義務教育 担 は 1 1 （約

）。下記文部科学省 ー ー より。

01 1 136 1 1 （平成 年

月 日 ） 

 「経 政 と の 本方 01 経 生

なくして 政 全 なし 」（平成 年 6 月 30 日

） 
 第 11 経 政 問会 、第 3 業 力会

（ 会 ）（平成 年 6 月 30 日開 ）「『経 ・

政一体 進委員会』の について（ ）（

員 ）」を参 。なお、本 要 は、平

成 年 1 月 日に一部 正されている。平成

年 1 月 日から、 進委員会のもとに かれる

は社会 、社会 本 備等 、制度・

地方行 政 、教育、 業・ 等 に さ

れ、教育 については教育、 業・ 等 （

東京大学経 学研究科教授）で 論・

検討されることとなった。下記内 ー ー

より。 

（平成 年 月 日 ） 
6 太方 01 において、経 ・ 政一体 の集

中 期間は 016 1 年度の 3 年間とされた。 

 第 1 経 政 問会 （平成 年 11 月 日開

）「経 ・ 政一体 の に けて（文教・

科学 術 ）（有 者 員 ）」を参 。 

 上。 

 経 ・ 政一体 進委員会第 非社会

ー ー （平成 年 11 月 10 日開 ）「文

部科学省 」を参 。 
10 上。 
11 上。 
1  経 政 問会 「経 ・ 政 生ア ・

ラ （ 程表編）」（平成 年 1 月 日経

政 問会 ）より引 。 
13 ここでの「上記 」とは本稿における エ

スの の を指す。 下 じ。 
1  1 に じ。 
1  経 ・ 政一体 進委員会第 教育、 業・

等 （平成 年 月 1 日開 ）「文部科学省

」を参 。 
16 上。なお、 では「高い成果を上げている
 

126

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢　第 36 号　2016 年



8 

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 第 36 号 2016 年 

 
 

スについて、 の と に けて教育政

策上 することとなった経 を記 ・ した。

本稿の で したように、本稿は論 ではなく、

あくまでも 的 を見 すものであるため、教

育政策をめ るエ スまたは れに する政策

について、 らかの を たものでは

ない。 

 に く教育 はまだ まったばかりであ

り、実 研究の成果が らかになるまでにも 間を

要する。 の が られているなか、教育 に

ついても が不 に実行される きというこ

とは多 を要しないが、 なくとも に の

を 的として無下に教育 を することはあっ

てはならない。 

 のある 生 の 加や日本 指導が 要な

外 生 の 加に加え、子 の 的

は平成 年度において 16 3 （ 平 13 3 ）

と 際的にも高く、 中学生の不 校者も約 1 3
と、学校 場が する課題は めて ・

している33。さらに、平成 3 年度からは学 指

導要 の に い、 学校 年生 6 年生にお

いて が教科 される。学校 場が える 課題

や新たな教育 にも できる指導体制の 備が

められてくる。 

 教育政策をめ るエ スの要 に し、

の 論を経て、 体 したエ ス 体

制の 備により、教 員 をはじめとする教育

備を 指す研究体制が の なら 、多方 で

備されることを期 したい。 

 筆者は平成 6 年度に東京大学大学院教育学研究

科修士課程を修了し、 は文部科学省に を得て

いるが、本稿の執筆は筆者 の に くもの

であり、本稿の執筆について筆者の する機 は

一切 がないことを し えたい。 

 
1 美子「 要」 教育政策研究 編『教育

研究とエ ス 際的 と日本の と課題
 

 
』 、 01 年、1 。 

 上、1 。 
3 平成 年度文部科学省 3 16
のう 、義務教育 担 は 1 1 （約

）。下記文部科学省 ー ー より。

01 1 136 1 1 （平成 年

月 日 ） 

 「経 政 と の 本方 01 経 生

なくして 政 全 なし 」（平成 年 6 月 30 日

） 
 第 11 経 政 問会 、第 3 業 力会

（ 会 ）（平成 年 6 月 30 日開 ）「『経 ・

政一体 進委員会』の について（ ）（

員 ）」を参 。なお、本 要 は、平

成 年 1 月 日に一部 正されている。平成

年 1 月 日から、 進委員会のもとに かれる

は社会 、社会 本 備等 、制度・

地方行 政 、教育、 業・ 等 に さ

れ、教育 については教育、 業・ 等 （

東京大学経 学研究科教授）で 論・

検討されることとなった。下記内 ー ー

より。 

（平成 年 月 日 ） 
6 太方 01 において、経 ・ 政一体 の集

中 期間は 016 1 年度の 3 年間とされた。 

 第 1 経 政 問会 （平成 年 11 月 日開

）「経 ・ 政一体 の に けて（文教・

科学 術 ）（有 者 員 ）」を参 。 

 上。 

 経 ・ 政一体 進委員会第 非社会

ー ー （平成 年 11 月 10 日開 ）「文

部科学省 」を参 。 
10 上。 
11 上。 
1  経 政 問会 「経 ・ 政 生ア ・

ラ （ 程表編）」（平成 年 1 月 日経

政 問会 ）より引 。 
13 ここでの「上記 」とは本稿における エ

スの の を指す。 下 じ。 
1  1 に じ。 
1  経 ・ 政一体 進委員会第 教育、 業・

等 （平成 年 月 1 日開 ）「文部科学省

」を参 。 
16 上。なお、 では「高い成果を上げている
 

 

教育政策におけるエ スをめ る政策  

 
地 ・学校の取 ・教育 の 」 「教員の

務実 の実 」の実 体 協力 体につ

いては、 により とされていたとこ 、

の 果を受けて本稿では を 新している。 
1  上。 
1  第 経 政 問会 （平成 年 月 11 日開

）「 員 」より引 。 
1  上。 
0 「経 政 と の 本方 016 600
経 への 」（平成 年 6 月 日 ） 
1 政制度等 会 政制度 科会（平成 年

月 日開 ）「『経 ・ 政 生計画』の 実な実

（文教・科学 術）」を参 。 

 上。 
3 次世 の学校指導体制 のための ス

ース「次世 の学校指導体制の り方について（最

終まとめ）」を参 。 

 1 に じ。 

 上。 
6 については、 政制度等 会「『経 ・

政 生計画』の 実な実 に けた 」（平成

年 月 1 日 ）を参 。 

 政制度等 会「 政 全 計画等に する

」（平成  年 6 月 1 日 ）を参 。 

 上 において、「 準学 とは、義務 準

に されている学 編成の 準に き学 編

成した場 の学 。 準学 を に が

される」と 記されている。 

 上。 
30 3 に じ。 
31 上。 
3  上。 
33 上。 

127

教育政 に る る政




